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所得税収の内訳の推移
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(注）1. 12年度までは決算額、13年度は補正後予算額、14年度は予算額による。
      2. "給与（源泉分）"は、源泉所得税収から給与所得以外の所得に対する課税額を差し引いた金額を示したものである。







過 去 の 個 人 所 得 課 税 の 減 税 の 概 要

改 正 等 の 時 期 等 減 税 の 内 容 減 税 規 模

昭和６２・６３年 抜本改正 配偶者特別控除の創設 ５．５兆円 国 ３．９兆円
税率改正 等 地方 １．６兆円

平成６年 特別減税 ２０％の定率減税 ５．５兆円 国 ３．８兆円
所得税 最高 ２００万円 地方 １．７兆円
個人住民税 最高 ２０万円

平成６年 抜本改正 税率改正 ３．５兆円 国 ２．４兆円
基礎控除の引上げ 等 地方 １．０兆円

平成７年 特別減税 １５％の定率減税 ２．０兆円 国 １．４兆円
所得税 最高 ５万円 地方 ０．６兆円
個人住民税 最高 ２万円

平成８年 特別減税 １５％の定率減税 ２．０兆円 国 １．４兆円
所得税 最高 ５万円 地方 ０．６兆円
個人住民税 最高 ２万円

平成１０年 特別減税 定額減税 ４．０兆円 国 ２．８兆円
所得税 本人 ３．８万円・扶養 １．９万円 地方 １．２兆円
個人住民税 本人 １．７万円・扶養 ０．８５万円

平成１１年 恒久的減税 税率改正 ４．１兆円 国 ３．０兆円
地方 １．１兆円

所得税 ２０％の定率減税（最高２５万円）
個人住民税 １５％の定率減税（最高 ４万円）



主 要 国 に お け る 寄 付 金 の 取 扱 い （ 個 人 ）

寄 付 金 の 種 類 所 得 税 の 控 除 限 度 額 の 計 算 （参考）公益性の認定機関

日本 国又は地方公共団体に対する寄付金 次の額を限度として所得から控除する 財務大臣

その年中に支出した寄付金の 主務大臣

指定寄付金 合計額 －１万円

（所得の２５％相当額が限度）

特定公益増進法人に対する寄付金

認定ＮＰＯ法人に対する寄付金

アメリカ 特に公益性の強い団体に対する寄付金（連邦・州 調整総所得の５０％を限度として所得控除 内国歳入庁

・地方政府等に対する公共の目的の寄付金を含む） （注）調整総所得とは一定の経費を控除後の所得

その他の一定の公益団体に対する寄付金 調整総所得の３０％を限度として所得控除

ただし、特に公益性の強い団体に対する

寄付金の控除と合計して調整総所得の

５０％を限度

イギリス 慈善団体に対する寄付金 寄贈者は寄付金全額を所得控除できる 慈善団体委員会（政府機関）

内国歳入庁

ドイツ 慈善、教会、宗教、学術目的及び特に奨励に値する 以下のいずれか大きい金額を限度として所得控除 税務署

と認められる公益目的の寄付金 ①年間の総売上高と賃金の合計額の０．２％

②所得の５％（慈善、学術目的及び特に奨励に値

すると認められる文化目的の寄付金については

１０％）

フランス 特に公益性の強い団体に対する寄付金 寄付金額（課税所得の １０％以下）の ５０％の 課税庁

（宗教団体、慈善団体等） 税額控除

（注）課税所得とは所得控除後の所得

その他の一定の公益団体に対する寄付金 ただし、特に社会的弱者の救済を目的

とする公益団体については、寄付金額

（４００ユーロ以下）の６０％の税額控除



アメリカの給与所得者の課税所得計算フローチャート（イメージ） 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 課 税 所 得 

人 的 控 除 

納税者、配偶者、扶養家族 1 人当たり３,０００ドル［約３７万円］ 

概 算 控 除 

申告資格に応じて、一定額を控除 
・ 夫婦共同申告 ７,８５０ドル ［約９６万円］ 

・ 独身者    ４,７００ドル ［約５７万円］ 

実 額 控 除 

《勤務に直接必要とされる支出》 
旅費、交際費、衣服費  等 

《その他の個人的支出》 

盗難・災害損失、医療費、慈善寄附金 
住宅ローン利子、州・地方税  等 

調 整 総 所 得 

給与収入、利子所得、配当所得等の合計 

概算控除と実額控除のいずれかを選択（併用はできない） 



主要国における給与所得者を対象とした必要経費申告制度の概要（未定稿）

項 目 ア メ リ カ イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス

実額控除の認められる
経費の範囲

⑴ 旅 費 自己が負担した職務上の 左に同じ。 左に同じ。 左に同じ。
旅費に限る。

⑵ 通 勤 費 控除を認めない。 左に同じ。 控除を認める。 控除を認める。
ただし、自動車等による ただし、40㎞以遠から通
移動の場合には、一定の限 勤している者は、そこに居
度で控除を認める。なお、 住することが合理的な事情
公的交通機関を利用する場 によることを立証した場合
合は、勤務先から支給を受 に限る。
ける通勤費用手当は、非課
税。

⑶ 衣 服 費 特殊な職業に従事する故 職業上必要とされる特殊 職場でのみ着用される職 特別な衣服を必要とする
に着用を命ぜられ、かつ通 な衣服の費用に限り、控除 業用の衣服の費用に限る。 職業に限り控除を認める。
常の場所では着用されない を認める（この場合一定の 通常の衣服は、職場で着用
衣服の費用に限り控除を認 控除率が労働組合と当局と されるものであっても控除 例：芸人の衣装、ウェイタ
める。 の間で協議されて決められ を認めない。 ーの制服、作業服
例：消防士、警官の制服 るのが慣例である。）。 例：作業服、ヘルメット

⑷ 交 際 費 雇用主が負担を要求した 原則として控除を認めな 取引観念上適当であり、 職務の遂行上必要なもの
ことを証明した場合のみ控 い。 かつ、その理由と額が書面 に限り控除を認める。
除を認める。 により証明されるものは、

支出額の80％を限度として
控除を認める。



⑸ 研 修 費 雇用主の要求若しくは法 控除を認めない。 現在の雇用に関し、職業 職業上の資格を得るため
令の要件を満たすため、又 上の要請に応じるために必 の費用、又は学位論文の準
は職務上必要な技能の維持 要な知識を習得するための 備、印刷に要する費用は控
向上を目的とする研修費用 費用に限り控除を認める。 除を認める。
に限り、控除を認める。

⑹ 職業上の図書の購 雇用主の要求がある場合 原則として、控除を認め 専ら職務の遂行上必要な 職業上必要な書籍等の購
入費 又は職務上必要な定期刊行 ない。 専門書、専門雑誌に限りそ 入費は控除を認める。

物の講読費について控除を の購入費の控除を認める。
認める。

⑺ 職業上の団体の会 職業上の団体の会費、労 一定の職業上の団体に限 営利を目的としない職業 労働組合費は控除を認め
費 働組合費は控除を認める。 り控除を認める。なお、労 上の団体（学会、労働組合 る。

働組合費は、控除を認めな 等）の会費は、控除を認め
い。 る。

⑻ その他控除の認め 転勤費用、外勤セールス 職業上家族と離れて二重 職業上利用する自動車の
られる主な経費 マンの経費等 生活をしている者について 減価償却費、接待費など。

、帰省費（週１回分だけ）
等、二重生活の為のやむを
えない支出について控除を
認める。












